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処遇改善等加算Ⅱについて

１．副主任保育士・中核リーダー・専門リーダー ＜対象職員A＞
「月額４万円の処遇改善（園長・主任保育士等を除いた職員の概ね1/3が対象者）」

２．職務分野別リーダー・若手リーダー ＜対象職員B＞
「月額５千円の処遇改善（園長・主任保育士等を除いた職員の概ね1/5が対象者）」

上記を設けることにより、キャリアパスの仕組みを構築し、保育士等の処遇改善に取り組む施設・事業所
に対して、キャリアアップによる処遇改善に要する費用を公定価格に上乗せして支給する。
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＜配分方法＞ ※原則、４月から定額で毎月職員へ支給する必要がございます

・副主任保育士・中核リーダー等への配分は、実際に月額４万円の賃金改善を行う職員を１人以上確保し
た上で、副主任保育士等、職務分野別リーダー等に配分（月額５千円～４万円未満）
・職務分野別リーダー等への配分は、加算対象人数以上確保（月額５千円～副主任保育士等の最低額）

＜配分対象者＞
・園に勤務する通常の教育・保育に従事する職員（園長・主任保育士等を除く）
※主任保育士に関しては、配分バランス上で対象となる場合もあり
・非常勤や派遣職員も対象



キャリアアップ・処遇改善のイメージ（１）
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キャリアアップ・処遇改善のイメージ（２）
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キャリアアップ研修修了要件について

研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用
・副主任保育士・中核リーダー等については令和５年度を適用開始年度とする
・副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は１分野（15時間以上）とし、令和６年度以降、
毎年度１分野（15時間以上）ずつ必要となる研修修了数を引き上げる
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 ・・・・

2分野
or 

30時間以上

1分野
or 

15時間以上

3分野
or 

45時間以上

4分野
or 

60時間以上

要件適用せず

・職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和６年度を適用開始年度とする
※職務分野別リーダー・若手リーダー等として賃金改善を行う職員について、マネジメント研修のみの研修修了では、
研修修了要件未達となりますのでご注意ください

要件適用せず

令和４年度 令和５年度 令和８年度令和６年度 令和７年度 令和９年度 ・・・・

※来年度に副主任保育士・中核リーダー等として賃金改善を行う職員については、

今年度中に累積で２分野の研修を修了していることが必要です

※来年度に職務分野別リーダー・若手リーダー等として賃金改善を行う職員については、

今年度中に最低１分野の研修を修了していることが必要です



（４）職務分野別リーダー等に係る賃金改善について（内訳）

番号

例1 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円

1 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

記載例に従って、下記の表に記載すること（職名・職種・改善する給与項目、算出方法が同じ場合には、まとめて記載すること）。

職員氏名 職名 職種
改善する
給与項目

賃金改善見込額の算出方法
うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分

※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

40,000 480,000

0

千葉　花子 ○○○リーダー 保育士 基本給 40,000 480,000

0

0

0

0

0

0

別紙様式６（添付書類）

（３）副主任保育士等に係る賃金改善について（内訳）

円

番号
キャリアアップ研修修
了証の添付チェック

例1 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 円 × 12 月 × 1 人 ＝ 円 添付済み

1 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

2 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

3 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

4 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

5 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

6 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

7 円 × 月 × 人 ＝ 円 円 × 0 月 × 人 ＝ 円

職員氏名 職名 職種
改善する
給与項目

賃金改善見込額の算出方法
うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分

※加算Ⅱ新規事由がある場合のみ記入

40,000 480,000

記載例に従って、下記の表に記載すること（職員１名あたり１行に記載）。 345,000

0

千葉　太郎 副主任保育士 保育士 基本給 40,000 480,000

0

0

0

0

0

0

右記の金額を毎月の支給額として全額支給

できるよう本内訳書に入力してください

※1人でも研修要件
を満たしていない場
合、園への処遇Ⅱの
支給金額は「0円」に
なります。

研修要件について

R6年度以降は、処遇Ⅱ申請時に提出の書類
（３）副主任保育士等に係る賃金改善について（内訳）と及び
（４）職務分野別リーダー等に係る賃金改善について（内訳）の欄に記入された職員全員が満たす必要があります。
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千葉市キャリアアップ研修の開催について

処遇改善等加算Ⅱのキャリアアップ研修修了要件に係る以下の研修を実施

・専門分野別研修
①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、
⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援

・マネジメント研修
⑦マネジメント研修
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